
人事評価実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２３条の２第２項の規定に基づき，人事評価の実施に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（被評価者） 

第２条 人事評価の対象となる職員（以下「被評価者」という。）は，評価期日（第５

条に規定する「評価期日」をいう。）に在職する一般職の常勤職員（函館市立高等学

校及び幼稚園教育職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３９年

条例第１７号）の適用を受ける職員および地方公務員法第２２条第５項に規定する職

員を除く。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，評価期間（第５条に規定する「評価期間」をいう。）の

全期間にわたって勤務した日がない場合およびその他人事評価を行うことが困難と

認められる被評価者は，人事評価を実施しない。 

 （評価者） 

第３条 人事評価を行う職員（以下「評価者」という。）は，１次評価者，２次評価者

および３次評価者とし，その区分は別表１に定めるとおりとする。ただし，市長が必

要と認める場合は，同表に定める者以外の職員を評価者として指定することができる。 

 （評価の方法） 

第４条 人事評価は，能力評価（職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力を把握し

た上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。）および業績評価（職員がその職

務を遂行するにあたり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以

下同じ。）によるものとする。    

２ 能力評価は，当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でと

った行動を，評価項目ごとに，各評価項目に係る能力が具現化されるべき行動に照ら

して，当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。 

３ 業績評価は，当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について，

あらかじめ業務に関する目標を定めることその他の方法により，当該役割を果たした

程度を評価することにより行うものとする。 

（評価期間および評価期日） 

第５条 評価期日および評価期間は，次の表に定めるとおりとする。ただし，当該評価

期間中に，新たに採用された職員（函館市職員の再任用に関する条例第１条の適用を

受ける再任用職員を含む。）の評価期間は，採用の日から当該評価期日の前日までと



する。 

 

 評価期間 評価期日 

能力評価 前年１０月１日～９月３０日 １０月１日 

業績評価 
   ４月１日～９月３０日 １０月１日 

前年１０月１日～３月３１日  ４月１日 

 

（評価の付与） 

第６条 能力評価にあたっては評価項目ごとに，業績評価にあたっては第４条第３項に

規定する役割（目標を定めることにより示されたものに限る。）ごとに，それぞれ評

価の結果を表示する記号（以下「個別評語」という。）を付すほか，当該能力評価ま

たは当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号（以下「総合評語」という。）

を付すものとする。 

２ 個別評語および総合評語は，それぞれ上位からａ，ｂ，ｃおよびＡ，Ｂ，Ｃの３段

階とする。この場合において，職務を遂行するにあたり発揮した能力および挙げた業

績が通常のものと認めるときは，それぞれｂおよびＢとする。 

（評価者の責務） 

第７条 評価者の責務は，次のとおりとする。 

(1) 評価期間の期首に，部局運営方針等の組織目標について被評価者との共通認識

を図るとともに，１次評価者は面談等を実施し被評価者が設定する業務目標を確認

し，必要に応じた助言および指導を行うこと。 

(2) 評価期間中，被評価者に見られた職務遂行上の行動・態度等を観察し，必要に

応じた適切な指導・対応を行うとともに，その内容，状況を記録すること。 

(3) 評価期間の期末において，１次評価者は原則，面談を実施のうえ自己評価の妥

当性を検証するとともに，人事評価を行うこと。 

(4) 人事評価の結果に応じ，被評価者の指導育成その他適切な措置を行うこと。 

(5) 被評価者からの求めに応じ，評価内容・評価理由等に関する説明を行うこと。 

(6) 被評価者に対し人事評価制度の意義・手続等を周知するとともに，評価者とし

て評価技術の向上に努めること。 

（評価手続） 

第８条 人事評価は，別表２に定める被評価者の区分に応じ，同表に定める様式の評価

シート（以下「評価シート」という。）を用いて実施するものとする。 

２ 被評価者は，評価期日をもって評価期間中における自己評価を行い，評価シートに

記録した上で１次評価者に提出しなければならない。 

３ １次評価者は被評価者から提出された評価シートの内容を確認し，面談等により自



己評価の根拠等を確認するとともに評語による絶対評価を行い，その評価シートを２

次評価者に速やかに提出しなければならない。 

４ ２次評価者は，１次評価者の行った評価結果を検討し，不均衡等を調整したうえで，

評価シートを３次評価者に速やかに提出しなければならない。 

５ ３次評価者は，１次評価者の評価および２次評価者の調整の結果を確認し，必要に

応じて評価修正を行い，評価を決定するものとする。 

（全体調整） 

第９条 評価者の実施した評価に対する妥当性を検証し，評価結果に不均衡が認められ

た場合における適正な調整などを行うため，全体調整を実施するものとする。  

（評価結果の開示） 

第 10 条 評価結果の総合評語が「Ｂ」以外の被評価者に対し，所属長を通じて口頭等

によりその旨を通知するものとする。 

２ 被評価者から人事評価シートの開示を求める申し出があった場合は，人事管理上支

障のない範囲で所属長を通じて書面により開示する。 

（苦情相談） 

第 11 条 被評価者は人事評価の結果や手続きに関して，苦情相談の申出を行うことが

できる。 

２ 苦情相談の受付は総務部人事課が窓口となり，処理責任者は，課長補佐職以上の職

員に対しては総務部長が，主査職以下の職員に対しては人事課長が担当する。 

３ 市長は，苦情相談申出をしたことを理由に，当該被評価者に対して不利益な取扱い

をしてはならない。 

 （特別評価の実施） 

第 12 条 法第２２条第１項の条件付採用を正式なものとするか否かについての判断の

ために行う人事評価は，能力評価のみによるものとする。 

２ 前項の規定により実施する人事評価は，特別評価という。 

３ 特別評価は，条件付採用期間を評価期間とし，次条から第１５条までの規定により

行うものとする。 

 （特別評価における評価の付与） 

第 13 条 特別評価における総合評語は，第６条第２項の規定にかかわらず，上位から

可，不可の２段階とする。 

２ 総合評語を付す場合において，第４条第２項の発揮した能力の程度が職に求められ

る能力の発揮の程度に達していると認めるときは，前項に定める段階のうち可を付す

ものとし，その能力の発揮の程度に達していないと認められるときは，不可を付する

ものとする。 



３ 特別評価の実施にあたっては，総合評語を付した理由その他参考となるべき事項を

詳細に記載するものとする。 

 （特別評価における評価者） 

第 14 条 特別評価の実施にあたっては，第３条の規定により評価者として指定した者

を評価者とするものとする。 

 （特別評価における評価手続等） 

第 15 条 １次評価者は，別表３に定める被評価者の区分に応じ，同表に定める評価シ

ートに総合評語を付すことにより評価を行い，その評価シートを２次評価者に速やか

に提出しなければならない。 

２ 第８条第４項および第５項の規定は，特別評価において準用する。 

（評価結果の保管） 

第 16条 人事評価シートは，人事課において５年間保管するものとする。 

 （補則） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

 ２ 平成２４年度に限り，第５条の表能力評価の欄中，「前年１０月１日」とあるの

は「４月１日」と読み替えるものとする。 

附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ 第１２条から第１５条までの規定は，この要綱の施行の日の前日において現に条

件付採用期間中の職員については適用しない。 

附 則 

 この要綱は，令和３年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

     評価者 

被評価者 
１次評価者 ２次評価者 ３次評価者 

部 長 職 副 市 長 － 
市  長 

部次長職 部 長 職 副 市 長 

課 長 職 部次長職 － 

部 長 職 

課長補佐職 

課 長 職 部次長職 
主査・係長職 

主 任 職 

係  員 

備考 

１ 第１次・第２次評価について，部次長職を置かない部局にあっては部長職が行うも

のとする。 

２ 教育委員会においては，副市長を教育長と読み替える。 

３ 監査事務局においては，副市長を常勤監査委員と読み替える。 

 

別表２（第８条関係） 

評価シート 

被評価者 
能力評価 業績評価 

部 長 職 様式第１号 

様式第８号 

部 次 長 職 様式第２号 

課  長  職 様式第３号 

課長補佐職 様式第４号 

主査・係長職 様式第５号 

主  任  職 様式第６号 

係    員 様式第７号 

 

別表３（第１５条関係） 

     評価シート 

被評価者 
特別評価 

部  長  職 様式第９号 

部 次 長 職 様式第10号 

課  長  職 様式第11号 

課長補佐職 様式第12号 

主査・係長職 様式第13号 

主  任  職 様式第14号 

係    員 様式第15号 

 

 

 



 



様式第１号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

<業務運営>
住民の視点に立ち，不断の業務見直しに率先して取り組
む。

<組織統率>
指導力を発揮し，部下の統率を行い，成果を挙げる。

<倫理>
全体の奉仕者として，高い倫理観を有し，部の重要課題に
責任を持って取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に
職務を遂行する。

<構想>
所管行政を取り巻く状況を的確に把握し，先々を見通しつ
つ，住民の視点に立って，部の重要課題について基本的な
方針を示す。

<判断>
部の責任者として，その重要課題について，豊富な知識・経
験および情報に基づき，冷静かつ迅速な判断を行う。

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)

c

b

c

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

a

評価項目および行動内容
自己評価 １次評価者

コメント(任意) 所見(a又はcのとき)

b

<説明・調整>
所管行政について適切な説明を行うとともに，組織方針の実
現に向け，特別職を助け，困難な調整を行い，合意を形成
する。

a

b

a

c

日生)

調整・確認

b

２次評価 ３次評価

月

b

c c

a

月 日

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 )

日 から

年 月 まで日

≪部長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
年 月

c

a

b

c

a

所属部課名

年

b

c

a

a a

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号

年

a

b

c

b

c

b

c

c

b

a

b

a



【能力評価】

【業績評価】

□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。

評語

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ

□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 解　　　　説

ａ
□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

評語の解説

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。



様式第２号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

<倫理>
全体の奉仕者として，高い倫理観を有し，部の課題に責任を
持って取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に職務を
遂行する。

<構想>
所管行政を取り巻く状況を的確に把握し，住民の視点に
立って，部の課題に対応するための方針を示す。

<判断>
部長を助ける者として，適切な判断を行う。

<説明・調整>
所管行政について適切な説明を行うとともに，組織方針の実
現に向け，部長を助け，関係者と調整を行い，合意を形成す
る。

<業務運営>
コスト意識を持って効率的に業務を進める。

<組織統率>
業務運営に関し，部長を助け，適切な業務の進捗管理や的
確な指示を行い，成果を挙げる。

所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)評語 所見 評語

a a

c

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

a

b b

c

b b

c

b

c c

b

a

c

b

c

c c

b

a

a

b b

b

a a

cc

b

c

a

月 日生)

２次評価 ３次評価
評価項目および行動内容

自己評価 １次評価者 調整・確認

コメント(任意) 所見(a又はcのとき)

月

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年

から

まで

月

年 月

年

≪部次長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日

a

a a



【能力評価】

【業績評価】

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

ａ
□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

各評価項目の評語 総合の評語
解　　　　説

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

評語の解説

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

評語 解　　　　説 評語

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第３号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

<倫理>
全体の奉仕者として，課の課題に責任を持って取り組むとと
もに，服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<企画・立案>
組織方針に基づき，行政ニーズを踏まえ，課題を的確に把
握し，施策の企画・立案を行う。

<判断>
課の責任者として，適切な判断を行う。

<説明・調整>
担当する事案について適切な説明を行うとともに，関係者と
調整を行い，合意を形成する。

<業務運営>
コスト意識を持って効率的に業務を進める。

<組織統率・人材育成>
適切に業務を配分した上，進捗管理および的確な指示を行
い，成果を挙げるとともに，部下の指導・育成を行う。

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)

b b

c

a a

c

b b

c c

a a

b

c c

a a

b

b b

a a

cc

b

a

c c

b

c c

a

２次評価

b b

３次評価

a a

月 日生)

評価項目および行動内容
自己評価 １次評価者 調整・確認

コメント(任意) 所見(a又はcのとき)

月

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年

から

まで

月

年 月

年

≪課長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日



【能力評価】

【業績評価】

評語の解説

各評価項目の評語 総合の評語

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ａ
□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第４号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

<倫理>
全体の奉仕者として，担当業務の第一線において責任を
持って課題に取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に
職務を遂行する。

<企画・立案，事務事業の実施>
組織や上司の方針に基づいて，施策の企画・立案や事務事
業の実施の実務の中核を担う。

<判断>
自ら処理すべき事案について，適切な判断を行う。

<説明・調整>
担当する事案について論理的な説明を行うとともに，関係者
と粘り強く調整を行う。

<業務遂行>
段取りや手順を整え，効率的に業務を進める。

<部下の育成・活用>
部下の指導・育成および活用を行う。

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)

b b

c c

a a

b b

c c

b b

c

a a

b b

c c

a a

c

c

a a

b b

a

a a

c

b

c c

a

年 月 日生)
職　　　　名

氏　　　　 名

所見(a又はcのとき) ２次評価 ３次評価

まで

年

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号

日年年 日 月

所属部課名

月

≪課長補佐職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
から日月

評価項目および行動内容
自己評価

コメント(任意)

( 生 年 月 日 )

１次評価者

b

調整・確認



【能力評価】

【業績評価】

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

評語の解説

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ａ
□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第５号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

<業務遂行>
計画的に業務を進め，担当業務全体のチェックを行い，確
実に業務を遂行する。

a

b

c

a

b

c

≪主査・係長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日 から

まで

月

年 月

年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年 月

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 年

評価項目および行動内容
自己評価 １次評価者 調整・確認

コメント(任意) 所見(a又はcのとき) ２次評価 ３次評価

日生)

b b

c c

月

a a

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むとともに，
服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

a a

c

<課題対応>
担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し，問題点を的
確に把握し，課題に対応する。

b b

c

a a

<協調性>
上司・部下等と協力的な関係を構築する。 b b

c c

b b

c c

a

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

a

<説明>
担当する事案について分かりやすい説明を行う。

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)



【能力評価】

【業績評価】

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

ａ

評語の解説

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第６号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

b b

c c

<業務遂行>
計画的に業務を進め，確実に業務を遂行する。

a a

a

b b

c c

a

<協調性>
上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

≪主任職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
から

まで

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むとともに，
服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<課題対応>
業務に必要な知識・技術を習得し，課題に適切に対応する。

年

日年 日

日

年 月

月

月

年 月

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

所見(a又はcのとき) ２次評価 ３次評価

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 )

c c

日生)

評価項目および行動内容
自己評価 １次評価者 調整・確認

コメント(任意)

a

b

c c

a a

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　)

b b

b

a

３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)



【能力評価】

【業績評価】

評語の解説

各評価項目の評語 総合の評語

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

ａ

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第７号　＜表＞                                           

(

能力評価

評語 評語

総合評語等

b b

c c

b b

c c

<業務遂行>
意欲的に業務に取り組む。

a a

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むと
ともに，服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<知識・技術>
業務に必要な知識・技術を習得する。

<コミュニケーション>
上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをと
る。

≪係員の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（能力評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日 から

まで

月

年 月

年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年 月

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 年

評価項目および行動内容
自己評価 １次評価者 調整・確認

コメント(任意) 所見(a又はcのとき) ２次評価 ３次評価

日生)

b b

c

月

a a

c

a a

a a

b b

c c

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)



【能力評価】

【業績評価】

評語の解説

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価
項目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」とい
うものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶
対付けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評
語は「Ａ」にはならないこととします。

【能力評価】
　能力評価については，着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内
容に示された職務行動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評
語を決定してください。
【業績評価】
　業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成までの
プロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況についても
考慮して総合の評語を決定してください。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ａ
□求められる行動が確実にとられてお
り，他の職員の模範となるなどの職務
遂行状況である。

Ａ
□求められる行動が全て確実にとられ
ており，当該職位として特に優秀な能
力発揮状況である。

ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
いる状況である。

Ｂ
□求められる行動がおおむねとられて
おり，当該職位として求められる能力が
おおむね発揮されている状況である。

ｃ
□求められる行動が全くとられていな
かった。

Ｃ
□求められる行動がほとんどとられてお
らず，当該職位に必要な能力発揮状
況でない。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。



様式第８号　＜表＞                                           

(

業績評価

○ ×

上記の目標以外の業務への取組み状況等

1

2

3

総合評語等

≪全職員共通≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（業績評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日 から

まで

月

年 月

年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年 月

職　　　　名
氏　　　　 名

(生年月日) 年 月 日生)

業務の目標
(いつまでに・何を・どの水準まで・どのように）

困難 自己評価 １次評価者 調整・確認

重要 コメント(任意) 評語 所見(a，cのとき) 判定要素 成果期待度 評語 ２次 ３次

1

a

b

達 成 期限 期待
上回る □ a

達 成 水準

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 期待
どおり □ b

方法・手順

c
コスト意識 期待

下回る □ c
そ の 他

2

a

b

達 成 期限 期待
上回る □ a

達 成 水準

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 期待
どおり □ b

方法・手順

c
コスト意識 期待

下回る □ c
そ の 他

3

a

b

達 成 期限 期待
上回る □ a

達 成 水準

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 期待
どおり □ b

方法・手順

c
コスト意識 期待

下回る □ c
そ の 他

4

a

b

達 成 期限 期待
上回る □ a

達 成 水準

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 期待
どおり □ b

方法・手順

c
コスト意識 期待

下回る □ c
そ の 他

5

a

b

達 成 期限 期待
上回る □ a

達 成 水準

業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 期待
どおり □ b

方法・手順

c
コスト意識 期待

下回る □ c
そ の 他

業務内容
自己申告

１次評価者の所見
(目標以外の取組事項，突発事態への対応等)

１次評価(                　　　　　     　　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(                　　　　　     　　)

評語 所見 評語 所見(評語を変更した場合は必須) 評語 所見(評語を変更した場合は必須)



【業績評価】

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標設定の仕方

　 各部局が策定する部局運営方針等に基づいて，目標を設定します。
   目標の設定にあたっては，第１次評価者と被評価者が面談等を行って策定しますが
      ①部局運営方針との整合性
      ②職層にふさわしい目標であるか否か
      ③事後に成否が判断できるか
に留意しながら行ってください。
　 また，目標には，困難な目標，容易な目標，業務上に占めるウェイトが高い目標など
様々なものがあり得ます。それらについて，評価をする際に考慮することができるよう，
必要に応じて困難度，重要度を設定します。
　
         重要または困難と思われる目標には「◎」
　　　　達成することが容易と思われる目標には「△」
　　　　それ以外の目標は無印

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

 　各評価項目については，ａ，ｂ，ｃの評語を付け，総合の評語については，各評価項
目の評語を踏まえて，総合的に判断してＡ，Ｂ，Ｃの評語を付します。
　 したがって，例えば各評価項目の評語「ａ」が○個以上だと総合の評語が「Ａ」という
ものでなく，また，各評価項目に「ａ」が一つしかないから，総合の評語に「Ａ」を絶対付
けられないというものではありません。
　 しかし，特別の事情がない限り，各評価項目に一つでも「ｃ」があれば，総合の評語
は「Ａ」にはならないこととします。
　 また，業績評価については，設定した目標の困難度・重要度および期待度，達成ま
でのプロセス等を考慮するとともに，設定した目標以外の業務の取組み状況について
も考慮して総合の評語を決定してください。

評語の解説

Ｂ
□今期当該ポストに求められた役割を
おおむね果たした。

各評価項目の評語 総合の評語
評語 解　　　　説 評語 解　　　　説

ｃ
□本人の責により，目標を達成できず，
期待された成果水準にはるかに及ばな
かった。

Ｃ
□今期当該ポストに求められた役割を
ほとんど果たしていなかった。

ａ

□目標を達成し，期待を上回る成果を
あげた。
　※困難度の高い業務等で，ほぼ期待どおり
　の成果水準で目標を達成した場合も含む。

Ａ
□今期当該ポストに求められた水準を
上回る役割を果たした。

ｂ
□目標を達成し，ほぼ期待どおりの成
果をあげた。



様式第９号　＜表＞                                             

(

能力評価

総合評語等

<倫理>
全体の奉仕者として，高い倫理観を有し，部の重要課題に
責任を持って取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に
職務を遂行する。

<構想>
所管行政を取り巻く状況を的確に把握し，先々を見通しつ
つ，住民の視点に立って，部の重要課題について基本的な
方針を示す。

<判断>
部の責任者として，その重要課題について，豊富な知識・経
験および情報に基づき，冷静かつ迅速な判断を行う。

<説明・調整>
所管行政について適切な説明を行うとともに，組織方針の実
現に向け，特別職を助け，困難な調整を行い，合意を形成
する。

<業務運営>
住民の視点に立ち，不断の業務見直しに率先して取り組
む。

<組織統率>
指導力を発揮し，部下の統率を行い，成果を挙げる。

所見(必須) ２次評価者所見 ３次評価者所見

評　語

評価項目および行動内容

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評　語 評　語

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 )

調整・確認１次評価者

まで

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

日

年 月 日生)

から月

月 月 日日 年

≪部長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
年

年



総合の評語
解　　　　説

　「不可」には該当しない状態である。

  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。

不可

評語

可

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

評語の解説



様式第１０号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　)

<倫理>
全体の奉仕者として，高い倫理観を有し，部の課題に責任を
持って取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に職務を
遂行する。

<構想>
所管行政を取り巻く状況を的確に把握し，住民の視点に
立って，部の課題に対応するための方針を示す。

<判断>
部長を助ける者として，適切な判断を行う。

<説明・調整>
所管行政について適切な説明を行うとともに，組織方針の実
現に向け，部長を助け，関係者と調整を行い，合意を形成す
る。

<業務運営>
コスト意識を持って効率的に業務を進める。

<組織統率>
業務運営に関し，部長を助け，適切な業務の進捗管理や的
確な指示を行い，成果を挙げる。

２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評　語 評　語 評　語

≪部次長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間

１次評価者 調整・確認

年 日

日 から

まで

月年

日

所見(必須)

被　　評　　価　　職　　員

２次評価者所見 ３次評価者所見

年 月月

月

職 員 番 号 所属部課名

日生)

評価項目および行動内容

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 年



評語

可 　「不可」には該当しない状態である。

不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。

評語の解説

総合の評語
解　　　　説



様式第１１号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

<判断>
課の責任者として，適切な判断を行う。

<説明・調整>
担当する事案について適切な説明を行うとともに，関係者と
調整を行い，合意を形成する。

<業務運営>
コスト意識を持って効率的に業務を進める。

<組織統率・人材育成>
適切に業務を配分した上，進捗管理および的確な指示を行
い，成果を挙げるとともに，部下の指導・育成を行う。

評　語 評　語 評　語

≪課長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
日月

２次評価者所見 ３次評価者所見

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年 まで年

氏　　　　 名

( 生 年 月 日 )

年 日 から月

日生)

評価項目および行動内容
１次評価者 調整・確認

所見(必須)

月

職　　　　名

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　)

年 月

３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

<倫理>
全体の奉仕者として，課の課題に責任を持って取り組むとと
もに，服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<企画・立案>
組織方針に基づき，行政ニーズを踏まえ，課題を的確に把
握し，施策の企画・立案を行う。



不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。

評語の解説

評語 解　　　　説

可 　「不可」には該当しない状態である。

総合の評語



様式第１２号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

<倫理>
全体の奉仕者として，担当業務の第一線において責任を
持って課題に取り組むとともに，服務規律を遵守し，公正に
職務を遂行する。

<企画・立案，事務事業の実施>
組織や上司の方針に基づいて，施策の企画・立案や事務事
業の実施の実務の中核を担う。

<判断>
自ら処理すべき事案について，適切な判断を行う。

<説明・調整>
担当する事案について論理的な説明を行うとともに，関係者
と粘り強く調整を行う。

<業務遂行>
段取りや手順を整え，効率的に業務を進める。

<部下の育成・活用>
部下の指導・育成および活用を行う。

評　語 評　語 評　語

月

≪課長補佐職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
から

月

( 生 年 月 日 )

年 日

所属部課名

氏　　　　 名

評価項目および行動内容

日

日

１次評価者

月

職　　　　名

まで

年

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号

年

年 月

調整・確認

所見(必須)

日生)

２次評価者所見 ３次評価者所見

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)



総合の評語
評語 解　　　　説

可 　「不可」には該当しない状態である。

不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

評語の解説

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。



様式第１３号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

<説明>
担当する事案について分かりやすい説明を行う。

<業務遂行>
計画的に業務を進め，担当業務全体のチェックを行い，確
実に業務を遂行する。

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むとともに，
服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

評　語 評　語

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評　語

月

<課題対応>
担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し，問題点を的
確に把握し，課題に対応する。

<協調性>
上司・部下等と協力的な関係を構築する。

所見(必須) ２次評価者所見 ３次評価者所見

日生)

１次評価者 調整・確認

年 月

評価項目および行動内容

職　　　　名
氏　　　　 名

所属部課名

年

年

月

( 生 年 月 日 )

月 日年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号

日

≪主査・係長職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
から

まで



評語 解　　　　説

可 　「不可」には該当しない状態である。

評語の解説

総合の評語

不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。



様式第１４号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

評　語 評　語 評　語

所見(必須) ２次評価者所見 ３次評価者所見

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　) ３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むとともに，
服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<課題対応>
業務に必要な知識・技術を習得し，課題に適切に対応する。

<協調性>
上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

<業務遂行>
計画的に業務を進め，確実に業務を遂行する。

月年

１次評価者 調整・確認

日生)

評価項目および行動内容

月

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 )

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号 所属部課名

年

から

まで

月

年 月

年

≪主任職の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
日

日



不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。

評語の解説

総合の評語
評語 解　　　　説

可 　「不可」には該当しない状態である。



様式第１５号　＜表＞                                           

(

能力評価

総合評語等

<コミュニケーション>
上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをと
る。

<業務遂行>
意欲的に業務に取り組む。

３次評価(　　　　　　　　　　　　　　　 　)

評　語評　語

２次評価者所見 ３次評価者所見

１次評価( 　　　　　　　　　　　　　　　　 　) ２次評価(                　　　　　     　　)

<倫理>
全体の奉仕者として，責任を持って業務に取り組むと
ともに，服務規律を遵守し，公正に職務を遂行する。

<知識・技術>
業務に必要な知識・技術を習得する。

所属部課名

評　語

評価項目および行動内容
１次評価者 調整・確認

所見(必須)

職　　　　名
氏　　　　 名

( 生 年 月 日 ) 日生)

年 月 年

月

月

月 日年

年

日

被　　評　　価　　職　　員

職 員 番 号

日

≪係員の職員用≫

人　事　評　価　シ　ー　ト（特別評価）
評　価　期　日

評価期間
から

まで



解　　　　説

可 　「不可」には該当しない状態である。

不可
  求められる行動がほとんどとられておらず，当該職位に必要な能力発揮状況でない
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない）。

＜裏＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　評語の記入方法

評語の解説

総合の評語

【総合評語】

 　着眼点として示した事項を参考に，評価項目および行動内容に示された職務行

動を安定してとることができていたかどうかについて考慮し，評語を決定してくださ

い。

【所見】

　特別評価の結果が職員を正式に採用するか否かの判断に用いられることを踏ま

え，その判断に資すると考えられる事項を記入してください。

評語


